
募集職種

募集人員

業務内容

契約期間

試用期間

時間外労働

加入保険

募集者

雇用形態

派遣先在外公館（就業場所） 住所 資格等
派遣予定時期

注１
月額報酬
注２

在カラチ日本国総領事館 6/2 Civil Lines, Abdullah Haroon Road, Karachi, 75530, Pakistan 8:30 ～ 17:15 13:00 ～ 14:00 土曜日 日曜日 祝日
・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること（本ポ
ストでは公邸新営工事の実施が予定されています）
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること

2026年11月 64万円

在ベトナム日本国大使館 27 Lieu Giai Street, Ngoc Ha District, Hanoi, Viet Nam 8:30 ～ 17:15 12:00 ～ 13:00 土曜日 日曜日 祝日

・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること（本ポ
ストでは各種改修工事の実施及び空調換気設備改修に関する計画立案が予定されて
います）
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること

2026年10月 49万円

在マレーシア日本国大使館
11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur,

Malaysia
8:30 ～ 17:15 12:30 ～ 13:30 土曜日 日曜日 祝日

・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること（本ポ
ストでは施設整備方針の作成が見込まれます）
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること

2026年10月 49万円

在ミャンマー日本国大使館
No. 100, Natmauk Road, Bahan Township, Yangon, The Union of

Myanmar
8:30 ～ 17:15 12:30 ～ 13:30 土曜日 日曜日 祝日

・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること（本ポ
ストでは施設整備方針の作成が予定されています）
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること

2026年11月以降 59万円

在モンゴル日本国大使館 Elchingiin gudamj 10, Ulaanbaatar 14210, Mongolia 9:00 ～ 17:45 13:00 ～ 14:00 土曜日 日曜日 祝日
・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること（本ポ
ストでは各種改修工事を予定しています）
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること

2026年10月 57万円

在ラオス日本国大使館 Road Sisangvone, Vientiane, Lao People's Democratic Republic 8:30 ～ 17:45 12:00 ～ 13:30 土曜日 日曜日 祝日
・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること（本ポ
ストでは公邸において改修工事を実施中です）
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること

2027年1月 54万円

在オーストラリア日本国大使館 112 Empire Circuit, Yarralumla, Canberra A.C.T. 2600, Australia 9:00 ～ 17:45 12:30 ～ 13:30 土曜日 日曜日 祝日
・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること（本ポ
ストでは施設整備方針の作成が見込まれます）
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること

52万円

在ホノルル日本国総領事館 1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201, U.S.A. 8:00 ～ 16:45 12:00 ～ 13:00 土曜日 日曜日 祝日
・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること（本ポ
ストでは事務所及び公邸新営設計を実施中です）
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること

63万円

在パナマ日本国大使館 Calle 50 y 60E, Obarrio, Apartado No. 0816-06807, Panamá, República de Panamá 8:30 ～ 17:45 12:30 ～ 14:00 土曜日 日曜日 祝日

・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること（本ポ
ストでは移転及び施設整備方針の作成が予定されています）
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること（スペイン語の知識があ
れば望ましい）

55万円

在スイス日本国大使館 Engestrasse 53, 3012 Bern, Schweiz 8:30 ～ 17:15 12:30 ～ 13:30 土曜日 日曜日 祝日
・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること（本ポ
ストでは施設整備方針の作成が予定されています）
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること

70万円

在サウジアラビア日本国大使館 A-11 Diplomatic Quarter, Riyadh, Saudi Arabia 8:00 ～ 16:30 12:30 ～ 13:15 土曜日 金曜日 祝日
・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること

68万円

在ガボン日本国大使館
Résidence Malaïka, Bâtiment B, 1er étage, Boulevard du Bord de

Mer, BP: 2259, Batterie IV, Libreville, GABON
8:00 ～ 16:45 12:30 ～ 13:30 土曜日 日曜日 祝日

・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること（本ポ
ストでは事務所及び公邸新営工事を実施中です）
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること（フランス語の知識があ
れば望ましい）

72万円

試用期間なし

技術派遣員

建築・設備技術者、建設技能者

各ポスト１名　計１５名

（１）派遣先在外公館施設の営繕（※）・保全業務
（２）派遣先在外公館近隣公館施設の営繕・保全業務（出張支援等）
（３）派遣先在外公館の館務補助（館内行事・緊急事態対応など）

※営繕は、建築物の「営造」と「修繕」をまとめて指す語。具体的には、建築物の新築、増改築、修繕などを意味する。

期間の定めあり（原則２年。契約は１年毎、更新は一回まで）

2026年10月

2027年1月

あり（２０２６年１月～４月の平均残業時間は９時間１２分）

雇用保険、海外労災、厚生年金、健康保険

一般社団法人国際交流サービス協会

嘱託職員（派遣労働者）

就業時間 休憩時間 休日



派遣先在外公館（就業場所） 住所 資格等
派遣予定時期

注１
月額報酬
注２

就業時間 休憩時間 休日

在ケニア日本国大使館 Mara Road, Upper Hill, Nairobi, Kenya 8:00 ～ 16:45 12:30 ～ 13:30 土曜日 日曜日 祝日
・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること

60万円

在セネガル日本国大使館 Boulevard Martin Luther King, Dakar, Sénégal 8:30 ～ 17:15 12:30 ～ 13:30 土曜日 日曜日 祝日 70万円

在ベナン日本国大使館
Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme

Arrondissement,Cotonou,Benin
8:15 ～ 17:30 12:30 ～ 14:00 土曜日 日曜日 祝日 66万円

注１　具体的な派遣日程は合格後に協議の上、決定します（現地情勢等により赴任時期が変更になる可能性があります）。

注２　月額報酬の額は公募開始時点の目安です。実際の報酬は合格された方の経験、経歴に基づいて個別に格付けされ、記載の金額が保証されるものではありません。

・上記業務（１）、（２）に関する技術資格又は１０年以上の実務経験を有すること
・業務及び日常生活を行うために必要な英語を理解できること（フランス語の知識があ
れば望ましい）

2026年10月


